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序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文

　ジョルダン・ハシェミット王国（以下、ジョルダンと略す）政府は、電力需要の増大に伴い大

きな伸びが予想される電力事業に携わる技術者の不足に対処するために、鉱山・資源エネルギー

省ジョルダン電力公社の傘下に「ジョルダン電力訓練センター」を設立することを計画し、我が

国に協力を要請してきました。

　この要請を受けて我が国政府は、国際協力事業団を通じて昭和61年３月より５年間にわたり協

力を実施し、さらに、平成５年５月～平成７年３月まで、アフターケア協力を行いました。

　その後、同プロジェクトの成果を近隣アラブ諸国に普及させることを目的として、第三国研修

も行っています。

　本アフターケア調査団は、ジョルダン政府より要請のあったスペアパーツの供与及び高度化す

る電力機器に対応する技術の移転について、プロジェクトの運営状況を確認し、成果の一層の定

着を図るための支援方策について協議することを目的に、平成10年11月２～13日まで派遣されま

した。

　本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。

　ここに本調査団の派遣に関し、ご協力を頂いた日本・ジョルダン両国の関係各位に対し深甚の

謝意を表すとともに、併せて今後のご支援をお願いする次第です。

平成10年11月

国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団国際協力事業団
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１．調査団の派遣１．調査団の派遣１．調査団の派遣１．調査団の派遣１．調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　「ジョルダン電力訓練センター計画」は、ジョルダン電力庁（現在、国営電力会社：National

Electric Power Co.(ＮＥＰＣＯ)）電力訓練センター（ＥＴＣ）を実施機関とし、電力需要の

増大に対応するための電力技術者養成のための訓練技術の移転を目的として、1986年３月～1991

年２月の５年間にわたる技術協力を行った。さらに、残余協力期間中に現地に到着した供与機材

の据え付け・操作の指導の必要性が生じたため、1992年１～２月にフォローアップ協力を行っ

た。

　その後、スペアパーツの不足及び一部運転支障が報告された機材の運転を効率的に行うべく、

自動制御装置の運転保守を中心としたアフターケア協力を1993年５月～1995年３月まで行った。

　また、本技術協力の成果を活用した第三国研修が1992～1998年度まで行われ、中東諸国を対象

に年間20名の研修生を受け入れてきている。

　現在、ＥＴＣの自主運営は順調に行われているが、ジョルダン側より、電力機器の高度化に対

応する技術の移転とスペアパーツの供与を目的としたアフターケアの要請がなされた。

　また、1998年２月に実施された第三者評価調査の提言を踏まえ、プロジェクトの運営状況の確

認及び今後のプロジェクトの発展性について、ジョルダン側関係者と協議を行い、協力内容の一

層の定着を図るためアフターケア協力計画を策定することを目的として、第２次アフターケア調

査団を派遣した。

１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

　氏　名 　分　野 　　　　　　　所　　　属

山崎　尚男 団長・総括 ＪＩＣＡ　国際協力専門員

望月　洋子 技術協力計画 通産省資源エネルギー庁公益事業部電力技術課開発振興室　班長

松本　敏郎 機材計画 富士電機(株) 電力事業本部保護制御システム部　主席

横澤　康浩 協力企画 ＪＩＣＡ　鉱工業開発協力第二課
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調査内容・行程

成田発（KL862)→アムステルダム着

アムステルダム発（KL413)→

→アンマン着

午前　ＪＩＣＡジョルダン事務所

　　　在ジョルダン日本大使館

　　　計画省表敬

午後　ＮＥＰＣＯ表敬

ＥＴＣ表敬及び打合せ

アンマン南変電所視察

資料整理

午前　鉱山・資源エネルギー省次官表敬

午後　ＥＴＣとの打合せ

ＥＴＣとの打合せ

午前　計画省電力分野担当表敬

午後　ＥＴＣとの打合せ

午前　討議議事録（Ｍ／Ｄ）案作成・協議

午後　ＪＩＣＡ事務所報告

午前　Ｍ／Ｄ署名・交換

午後　日本大使館報告

アンマン発（LH3621)→フランクフルト着

フランクフルト発（JL408)→

→成田着

宿泊地

アンマン

アンマン

アンマン

アンマン

アンマン

アンマン

アンマン

アンマン

アンマン

日付

11月２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

10日

11日

12日

13日

１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程
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２．調査結果２．調査結果２．調査結果２．調査結果２．調査結果

調査・協議項目 現　　状 対処方針 調査・協議結果

１．ジョルダン

　　側の体制

(1) 組織

(2) 人員の配置

    状況及び教

    育レベル

(3) 予算

(4) 供与機材の

    状況

・本プロジェクトは

　ＮＥＰＣＯの部門の１

つであるＥＴＣに属し

ている。

・質問書の回答によると

ＥＴＣのスタッフの数

は所長以下50名である。

　所長 1名

　技術者 3名

　教官　電力 16名

　　　　電子 3名

　　　　ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 2名

　　　　機械 4名

　助手 21名

・前回アフターケア時は

53名であった。

・第三者評価調査による

と主なＣ／ＰはＥＴＣ

又はＮＥＰＣＯに在

職。

・質問票の回答による

と、ＥＴＣの運営費は

ＮＥＰＣＯ予算の0.4％

程度である。

・1999年度の予算額はJD

617,000である。

・第三者評価調査による

と機材の管理は適切に

行われている。

・ＮＥＰＣＯ及びＥＴＣ

の組織の現況を再確認し

Ｍ／Ｄに添付する。

・民営化におけるＥＴＣ

の将来の位置づけについ

て確認する。

・現状のカウンターパート

（Ｃ／Ｐ）の定着状況と

ポジション、人数・人員

配置を確認するととも

に、本アフターケア対応

Ｃ／Ｐのリストを入手

し、Ｍ／Ｄに添付する。

・人員の補充や体制強化、

能力向上に対する姿勢を

調査する。

・左記を再確認する。

・ＮＥＰＣＯの予算の支

出内訳を確認する｡

・運営予算確保の状況を確

認する。

・左記を再確認する。

・左記を再確認し、Ｍ／Ｄに添付し

た。

・ＮＥＰＣＯ総裁及び所管官庁である

鉱山・資源エネルギー省に確認した

ところ、ＮＥＰＣＯは発電、送電、

配電の３会社に分割されるが、送電

会社は100％国有となる。ＥＴＣは

その機能を変更することなく、送電

会社に所属する。

・左記を確認し、Ｍ／Ｄに添付した。

・人員はＥＴＣで確保し、大学等から

リクルートしている。また、

　ＮＥＰＣＯのプロジェクトに参加さ

せる機会をもたせている。

・左記を再確認した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｄに添付した。

・左記を確認し、Ｍ／Ｄに添付した。

・左記を再確認した。
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調査・協議項目 現　　状 対処方針 調査・協議結果

(5) 活動状況

(6) 研修コース

　質問票への回答では、

以下の活動を行ってい

る。

・( 6 ) の研修コースの実

施。

・以下の技術開発の実

施。

1)Electronics Work-

shop

2)Advanced Electri-

c a l  P r o t e c t i o n

Workshop

3)OPGW Jointing Work-

shop

4)MV.SF6 switchgear

Workshop

5)Computer Labora-

t o r y  &  I n t e r n e t

Connection

6)ISO Certificate

・その他

1 )機材・工具の修理、

整備

2)技術相談

3 )ＮＥＰＣＯ建設プロ

ジェクトへの参加

・下記の６コースが設定

されている。

1)Regular Training

Program

2)Upgrading Training

Program

3)T h i r d  C o u n t r y

Training Program

for Arab

4)T h i r d  C o u n t r y

Training Program

for Palestinians

5)Training for Uni-

versities & Insti-

tutes

6)Local Training Pro-

gram

・各調査研究プロジェク

トの現況の再確認（先

方回答と実際との比

較)。

・今後の活動についての

姿勢及び体制を調査す

る。

・現在設定されている

コースの概要を再確認

する。

・研修コースの実施状況

を確認する。

・ＯＰＧＷ接続やＩＳＯ認証は将来計

画であった。近い将来、ＮＥＰＣＯ

の送電部門に全国制御センター

　（ＮＣＣ）が編入されたあと活動開

始する予定。

・特に機材・工具の修理、補修の分野

では、ジョルダン国内に電力機器を

修繕できるだけの技術力をもった企

業がＮＥＰＣＯのほかにないため、

ＥＴＣにおいて修理を行っている。

この分野での技術力は高い。変圧器

は、１～10月までで、15台を修理し

ている。

・左記を再確認し、Ｍ／Ｄに添付し

た。

・左記を確認し、Ｍ／Ｄに添付した。
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調査・協議項目 現　　状 対処方針 調査・協議結果

２．日本側の対応

(1) 要請内容

(2) 機材の供与

・今回のアフターケア協

力の要請内容として、

ＧＩＳ、振動分析及び

非破壊検査が要請され

てきている。

・アフターケア要請で

は、各研修部門から重

複して要請がなされて

いる。

・第三者評価調査による

と、火力発電用制御盤

の更新への要望がなさ

れている。

・第三者評価調査提言に

よると、更新の必要の

ある機材は以下のとお

り。

　1)ディジタルリレー

　2)送電線工具

　3)溶接工具

　4)ガス遮断器

・要請を整理するととも

に、今回の協力を効率

的に行うために、

1)ディジタルリレーの

導入

2)ガス遮断器への更新

3)火力発電用制御の更

新

　特にディジタルリレー

を中心に協議することを

ジョルダン側に提案し、

了解を得ている。

・スペアパーツの供与及

び、既に実施したプロ

ジェクトの協力範囲内

での技術協力が中心で

あるアフターケアス

キームの説明を再度行

う。

・今回のアフターケア

は、第三者評価の提言

を受けた分野も勘案し

て行うことを説明す

る。

・当方の予算及び部品調

達の状況により、すべ

ての要望に応えられる

わけではない旨を説明

する。

・今回の協力を効率的に

行うために、ディジタ

ルリレーを中心に、優

先順位を付した要望機

材リストを作成する。

・予算、調達可能性を勘

案したうえで、供与す

る機材を決定する旨説

明し、Ｍ／Ｄに記載す

る。

・決定結果は後日連絡す

ることを説明する。

・据え付け・調整及び修

理は、ＮＥＰＣＯ側で

実施することを説明。

・現地調達の可能性を調

査する。

・Ａ－４フォームのアド

バンスを取り付ける。

・再度説明を行った。

・左記を説明した。

・左記を説明した。

・ディジタルリレーを中心に、優先順

位を付した要望機材リストを作成し

た。先方からは、振動分析、ロー

タ・バランス、及びスペアパーツを

付け加えたい旨提案があり、これら

を含めてリストアップした。

・左記を説明し、Ｍ／Ｄに記載した。

・左記を説明した。

・左記を説明し、了承を得た。

・現地調達の可能性を実施機関より聞

き取りで調査した。その結果ほとん

どのものは調達可能である。しか

し、ジョルダン側からは、日本の機

材で専門家に指導してもらいたい旨

要請があった。

・Ａ－４フォームのアドバンスを取り

付けた。
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調査・協議項目 現　　状 対処方針 調査・協議結果

(3) 短期専門家

    派遣

(4) 研修員受入

     れ

・前回のアフターケア調

査時にジョルダン側か

らは「自動制御装置の

据え付け指導」に対す

る専門家派遣の要請が

あった。これに対して

1993年度に、２名の短

期専門家が派遣され

た。

・今回のアフターケアに

あたっては、

1)ＧＩＳ技術

2)振動分析及び非破壊

検査

　の各分野の短期専門家

の派遣要請がなされて

いる。

・1998年３月にＥＴＣ所

長ナブルス氏が来日さ

れたおりに、本アフ

ターケアに関し意見交

換を行った。その際

に、同氏より「ＧＩＳ

技術」の専門家につい

ては、機材が供与され

なければ必要ないとの

話であった。

・前回のアフターケア調

査時、及び今回のアフ

ターケア要請にあたっ

て研修員受入れの要請

はない。

・要請の内容について詳

細を確認し、「2 .日本

側の対応」に基づき、

国内支援の状況も勘案

し、協力内容を協議す

る。

・派遣時期については、

今回供与する機材の

ジョルダン到着時期

（1999年度上期予定)を

考慮し調整する。

・アフターケアでは、原

則として、研修員の受

入れは実施できないこ

とを説明してある。

・左記に基づき、協議した結果は次の

とおり。

1)デジタルリレー技術

2)振動分析及びロータ・バランス

3)送電線加熱部検出

4)送電設備設計

・上記専門家の派遣は、専門家リク

ルート及び予算状況により、すべて

に応えられない旨説明し、Ｍ／Ｄに

記載した。

・派遣時期については、ＥＴＣ側から

も、今回供与する機材のジョルダン

到着後にするよう要請があった。

・Ａ－１フォームは専門家派遣の２か

月前までに提出するよう要請した。

・研修員の受入れの要請はなかった。
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３．調査団所見３．調査団所見３．調査団所見３．調査団所見３．調査団所見

(１) ジョルダン電力訓練センター第２次アフターケア調査団（以下、本調査団）は11

月３日ジョルダンに到着、同日調査を開始した。計画省、鉱山・資源エネルギー省、

ＮＥＰＣＯ、ＥＴＣはすべて調査団の訪問を歓迎し、暖かく迎え入れてくれた。

(２) 計画省、ＮＥＰＣＯのジョルダン電力訓練センター・プロジェクト（以下、本プロジェ

クト）に対する評価は高く、日本に対して感謝の念を表明した。また、本プロジェクト

を基礎にして実施されている第三国研修に対する評価も非常に高く、ぜひ継続実施した

いというのが、計画省、ＮＥＰＣＯの意見であった。その実施機関であるＥＴＣも第三

国研修の継続実施に高い意欲をもっている。

(３) 協議概要

１) 本調査団は、ジョルダンにおける電力分野の民営化の状況、民営化時のＥＴＣの立

場等について調査し、第２次アフターケア・プログラム（以下、本プログラム）に関す

る要請機材、要請専門家の専門分野、本プログラム実施のための両国の役割等について

ジョルダン側と十分に協議し合意に達してＭ／Ｄを取りまとめ、11月11日Ｍ／Ｄに署

名した。

２) 機材

ａ) 本調査団は、ジョルダン側が外交ルートを通じて提出した要請機材に優先順位をつ

けるよう依頼し、かつ、高額な機材、仕様が明確でない機材、電子部品関係機材は低

優先順位にしてほしい旨を述べた。その結果、アルファベット順に優先順位をつけた

リストが提出されたが、本調査団はそのなかでも更に数値的に優先順位をつけるよう

依頼し、Ｍ／Ｄに添付した形の、しかし、項目数の多い要請機材リストを得た。

ｂ) これらの機材の優先順位Ｃまでのものについて、必要とする理由、訓練コースに応

用する予定、そのための必要数などについて本調査団が納得するような説明を求める

など、ＥＴＣ側と十分に議論して、Ｍ／Ｄ添付の要請機材リストを作成した。その過

程において、電子部品が米国の教科書記載の実験用機材であることが判明し、米国規

格の日本製該当品の調達には困難を伴うことを指摘し、要請機材リストから省くこと

を提案し、了承を得た等の例がある。また、説明を求める前に、先方が要請を取りや

めた場合もあった。

ｃ) それでもなお、仕様が明確でない要請機材が高優先順位に残った。そのため、それ

らの調達が、予算が不足する、市販品がない、などの理由で困難である場合には、そ
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れ以下の順位の機材を選択し購送することを認めるよう提案し、合意された。

３) 専門家

ａ) 主として要請機材と関係して、デジタルリレー技術、振動分析及びロータ・バラン

ス、送電線欠陥及び加熱点検出、送電設備設計の分野で、この優先順位で専門家の要

請があった。

ｂ) 振動分析の分野では、個々の所要機材を購入し、それを振動測定器に組み上げる専

門家が、また、送電設備設計の分野では、鉄塔の構造設計、電線張力設計などを行え

る専門家が要請されている。専門家の要請時にジョルダン側は、振動分析の専門家

は、当然ロータ・バランスの専門家でもあるという考えであったが、それぞれ別個の

専門家である可能性も認めた。導入される機器によっては、この専門家の専門分野

は、振動分析、又は、ロータ・バランスと読み替えることで口頭の合意に達してい

る。また、ディジタルリレー技術、送電線欠陥及び加熱点検出の分野では、それぞれ

の機器の取り扱いができる専門家が要請されている。

ｃ) 専門家は、募集の困難さや予算の制限等を考慮して、日本において十分に調査し、

派遣することで合意した。機材に直接関係する専門家は、機材の供与がなければ当然

派遣されないことも了解されている。

(４) 調査概要

１) 電力事業再編及び民営化の状況

ａ) 1997年10月９日の閣議決定により、現在のＮＥＰＣＯは、将来の民営化への布石

として、現在国会審議中の新しい電力法が採択、公布されたあと（1998年12月以

降)、発電、送電、配電の３部門に分割される。分割後の会社名は次のとおりであ

り、既に工業・貿易省に登録済みである。

・発電：中央電力発電会社（Central Electric Power Generating Co.)

・送電：国家電力会社（National Electric Power Co.：ＮＥＰＣＯ)

・配電：電力配電会社（Electric Power Distribution Co.)

ｂ) 電力配電会社は、民営の配電会社ジョルダン電力会社（ＪＥＰＣＯ）及びIrbid地

方電力会社（ＩＤＥＣＯ）の供与区域以外の地域の配電を担当する。中央電力発電会

社は現在のＮＥＰＣＯの発電部門を基礎にして設立される会社である。これら２社の

株式の40～60％は将来民間に解放する。ＮＥＰＣＯの名前を引き継ぐのは送電担当の

会社であり、この会社の株式の100％を国が保有する。送電会社は、ジョルダン全体

に送電するほか、外国の送電網との相互接続、電力の輸出・輸入を担当する。また、

ＮＣＣを設立し、送電網の運用、電力生産活動の監視を行う。
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ｃ) ジョルダン政府は、電力事業の民営化を推進する方針である。配電については既に

ＪＥＰＣＯ、ＩＤＥＣＯがある。電力配電会社よりもＪＥＰＣＯ、ＩＤＥＣＯの電力

需要者数の方が既に多いが、政府としては供給区域を変更する考えはない。また、発

電についても、1999年１月23日に国際入札が締め切られ、それを受注したコンソー

シアムにはＢＯＯ形式の事業認可が与えられる。政府は、今後とも必要に応じ、ＢＯＯ

形式による民間資本の導入を図りたい意向である。

ｄ) 1998年12月ごろ新しい電力法が国会で採決され、施行されると、独立機関である

委員会が設置され、電力料金の決定、事業免許の授与等の業務を行う。電力事業の政

策の決定、電力会社の監督、環境問題への取り組み、電気基準の作成等の電力行政

は、鉱山・資源エネルギー省が所管する。

ｅ) ＥＴＣが将来も新しいＮＥＰＣＯに所属し、訓練業務を継続実施することは、計画

省、鉱山・資源エネルギー省、現在のＮＥＰＣＯ、ＥＴＣにおいて確認した。また、

民営化される他の２社と協定を結んで職員訓練を実施する予定であるので、訓練分野

の変更もない。さらに、競争会社が新しく参入しても、その職員の訓練を受託実施す

る可能性があることが想定されている（現在のＥＴＣはそのような受託訓練も実施し

ている)。

２) ＥＴＣの施設等

ａ) ＥＴＣは敷地も広く、施設も充実した研修センターである。研修室や実験室もよく

整備されており、活発な研修活動を行っている。

ｂ) 施設の主体はＮＥＰＣＯとＪＩＣＡ提供の機材である。全般に、ＪＩＣＡ提供の機材

は新しく、よく維持管理されていると同時に、実際の研修に比較的よく活用されてい

たが、高度な測定器や一部機材は十分に活用されていないものもあった。また、ＥＴＣ

の研修対象者の変化などによって活用を図れなくなったものも見受けられた。

ｃ) ＪＩＣＡ供与の屋外型変電施設回路遮断機のＳＦ６ガス圧が低下し、施設の使用が

できなくなっていた。本調査団はＳＦ６ガスの日本調達、輸送が困難である旨を告

げ、ＥＴＣにおける善処を依頼した。ＥＴＣはＳＦ６ガスを炭酸ガスに変更して充填

し、当該屋外変電施設を有効利用できるようにする旨述べた。

ｄ) ＮＥＰＣＯ提供の機材は、現場で使用中の機材を一部移設したもので、現場の機器

の調整取り扱いを学習するうえでは都合がよく、研修に十分に活用されている。ま

た、建柱、線路建設工事などの実習にも、実際の鉄塔、電柱、電線を用いている。

ｅ) ＮＥＰＣＯ提供の機材は、その据え付け、調整を教官・訓練生の手で行うので、建

設費用は支出されていない。
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３) ＥＴＣの技術者、教官

ａ) 技術者、教官の質は高く、担当の科目に関する知識は豊富である。しかし、知識は

機器の単体に偏っており、電力の発電、送電、配電の全体をシステム的にとらえる知

識という意味では、不足する面もある。しかしながら、これはテクニシャンの養成を

目的とするＥＴＣにあっては当然のことといえる。

ｂ) 研修コースは、変電所保守、発電所機械保守、発電所発電機制御法、屋内配線法な

ど、詳細かつ具体的な項目に細分されている。これらを実地に指導する教官の資質の

一つとして高度な技能の保有が期待されるが、ＥＴＣの技術者、教官はこれを満足し

ている。

ｃ) この意味で、ＥＴＣの教官は、今回要請の機材個々についての技術移転の対象とし

て、真にふさわしいと判断される。

ｄ) 一般的な教官の技能の向上、最新技術知識の獲得、最新技術動向の把握のために、

教官をＮＥＰＣＯのプロジェクトに参加させ、建設工事を通して自主的にそれらの知

識、技能を習得する方策がとられている。

４) ＥＴＣの研修対象、研修コース等

ａ) 本プロジェクト実施期間中の主研修は、高卒生を対象とする２年間の研修であっ

た。この２年間の研修は今でも実施されているが、カレッジ卒業生を主対象とするも

のに変化している。このため、基礎物理や電気材料の講義を省くと同時に、ＥＴＣで

一定期間Off-the-Job Training、現場で一定期間On-the-Job Trainingといった組

み合わせを、２年間で何回か繰り返す方式を採用した。この方式はＥＴＣではOn/

Off-the-Job Training方式とよばれているが、ＮＥＰＣＯ内でも評価の高い方式で

ある。

ｂ) このほか、ＥＴＣはＮＥＰＣＯ職員のための技能向上訓練、国内企業・外国企業等

からの受託研修、ＪＩＣＡの第三国研修等を順調かつ着実に実施している。

ｃ) 本調査団の訪問時に、ＪＩＣＡの第三国研修（対パレスチナ）が行われていた。研

修員の研修に対する意見を聞いたところ、ＥＴＣでの研修は全体として非常によいと

の評価であった。訓練用機器はそろっており、寮の施設も大変よいとの評価である。

研修は英語とアラビア語で行われている。

５) ＥＴＣのその他の活動

　アラブ諸国の関係機関との会議の結果、電力研修用教科書をＥＴＣで作成し、これ

を諸国の機関に配布することとなった。ＥＴＣは現在、鋭意教科書の作成配布に努力

中である。プロジェクト実施期間中にＪＩＣＡ専門家が作成した教科書も、このアラ

ブ諸国向け教科書作成の基礎となっている。
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６) 本プログラムで要請された主要機材の必要性についての調査結果

ａ) ジョルダンの送変電部門の現場では電気機械型継電器が多いが、新規に導入される

継電器はディジタル型、数値型のものが多く、これらの型についての研修が現在緊急

の課題であることを確認した。

ｂ) 現在アカバでは、円借による火力発電所建設工事が進捗中であり、その一部は既に

運転を開始している。この発電所には最新鋭の振動測定機器が導入されたが、これら

はコンピューター化されブラックボックス化が進んだ装置である。このような状況に

おいて、基礎的振動分析用測定器類を導入し、振動分析の基礎、原理を理解させ、現

場の観測波形の基礎的解析方法等を訓練することは、現場作業の効率を高めるといえ

る。

ｃ) 送配電線建設のためには、送配電線の張力を一定の範囲に収める必要がある。

ＮＥＰＣＯの実際の建設現場では、ダイナモメータによって張力を測定し、電線の

引っ張り、繰り出しを加減している。しかし、ＮＥＰＣＯ所有のダイナモメータの絶

対数が少なく、研修用に借用できない。このような状況において、ダイナモメータを

供与し、現場の作業に近い建設方法を実習させることは、研修効率・効果を高めるう

えで重要である。

ｄ) 発電機ロータのバランスを保つことは、発電機保守上、必須の事項である。

そして、ロータのバランスを保つ作業を外注できないジョルダンにおいては、これは

ＮＥＰＣＯ発電機保守員が必ずもつべき技能である。ところが、現実の発電所にある

バランス用機械は、精密に校正され、研修生がこれを恣意的に乱すことは許されな

い。この作業の重要性を考慮し、このような技能における実習の大切さを勘案する

と、研修用のバランス用機器を導入し、従来、理論的講義だけであったバランス作業

を実地に体験させることは、研修の効果を高めるものである。

ｅ) 発電機の電気的特性を、負荷の力率を変化させて測定することは、力率改善施策の

重要性を理解させるうえで重要である。しかしながら、現在の研修施設には可変力率

の負荷がなく、実習時に、長時間かけて負荷の力率を変化させている。ここで、可変

負荷の力率を導入し、研修効率の向上を図る必要がある。

ｆ) 地下高圧ケーブル保守用器具は、現場における地下高圧ケーブルを保守するとき、

故障地下ケーブルの残留電荷を放電し作業の安全を確保するために、必須のものであ

る。したがって、それを用いて実習することは、研修生に作業の安全確保の重要性を

認識させ、その方法を理解させるという意味で効果が大きく、現場サイドからも研修

の重要性を指摘されていた。しかしながら、この器具は、ＮＥＰＣＯ全体として数が

少なく、しかも頻繁に使用するものであるので、研修用に借用することはできず、や
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むなくコースのテーマからは省いていたものである。ここで、それを導入し、現場の

研修需要に応えることは大きな意味をもつ。

ｇ) 以上のように、要請機材はＥＴＣ研修の効果を高め、ひいては、本プロジェクトの

発展に貢献するといえる。この意味において、本プログラムにおける要請機材の供

与、関連専門家の派遣は非常に重要である、と結論できる。

７) ＥＴＣの将来の活動についての調査

ａ) 今後の研修科目について、ＥＴＣ側は、エレクトロニック部門の拡張、小型火力発

電所シミュレータの導入、配電網シミュレータの導入、配電系活線保守などを取り入

れたい意向であり、本プロジェクトの第２フェーズとして日本政府に協力を要請する

可能性もある。

ｂ) エレクトロニック部門の拡張は、電子制御関係技術の訓練のために必要であり、そ

の他は、今後の技能向上訓練、受託研修の充実と高度化のために必須のものであると

のことであった。

ｃ) 受託研修の発展はＥＴＣの経済的基盤の確立にもつながる可能性があり、本プロ

ジェクトの発展のためにも重要である。ただし、これらの件については、現場のニー

ズをよく把握し、日本大使館、ＪＩＣＡ事務所に相談するようにと述べた。

ｄ) 教官が個々の分野に専門化するＥＴＣの傾向については、発展性ある科目の選択、

新しいカリキュラムの採用の面で、若干の危惧の念をもたざるを得ず、第２フェーズ

が仮に要請された場合、可能であれば、計画の段階から日本の専門家の協力が必要で

あると考えられる。

(５) 本調査の実施にあたって、ＮＥＰＣＯ、ＥＴＣから多大のご配慮とご協力を得た。さ

らに、ＪＩＣＡ事務所の本件担当の方からも、最初の予定になかった訪問調査のアポイ

ントの設定等、調査遂行上、有効かつ適切なご協力を頂いた。ここに深く感謝します。
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４．調査結果の要約４．調査結果の要約４．調査結果の要約４．調査結果の要約４．調査結果の要約

　標記アフターケア調査団は、1998年11月３～12日まで、ジョルダンに滞在しジョルダン側と協

力内容について協議を行った。

　その結果をＭ／Ｄに取りまとめ、11月11日、ＮＥＰＣＯ総裁Mr.Waddah M.Nabulsiと山崎団

長との間で署名交換を行った。

　その概要は以下のとおり。

４－１　プロジェクトの運営体制４－１　プロジェクトの運営体制４－１　プロジェクトの運営体制４－１　プロジェクトの運営体制４－１　プロジェクトの運営体制

①先に協力が行われた本プロジェクトの成果をより普及させるために、アフターケア協力を行

うものである。

②本アフターケアは、ＴＳＩ（Ｍ／Ｄ Annex１）に従い実施される。

③実施機関

　実施機関は、ＮＥＰＣＯの部局であるＥＴＣである。

４－２　日本の果たすべき役割４－２　日本の果たすべき役割４－２　日本の果たすべき役割４－２　日本の果たすべき役割４－２　日本の果たすべき役割

(１) 機材供与

　ジョルダン側から要請のあった機材について、優先順位を付したリストを作成し

Ｍ／Ｄに添付した（Ｍ／Ｄ Annex３)。

　調査団はこの要請を日本側に伝えることに合意した。実際の機材供与は、日本側の予

算状況、調達可能性を考慮し行われる。

　両者はアルファベットを付した番号をそれぞれの機材につけ優先順位とした。さらに、

両者は上位の機材が調達困難な場合は、範囲に収まるまで下位のものを選ぶことに合意

した。

　また、正式要請書であるＡ－４フォームをＭ／Ｄ署名後速やかに提出するよう要請し

た。

(２) 専門家派遣

　ＥＴＣの活動に必要と判断される専門家についてジョルダン側より要請があった。そ

れらの専門家は以下のとおり（Ｍ／Ｄ Annex５)。

①デジタルリレー技術

②振動分析及びローターバランス

③送電線欠陥及び加熱点検出
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④送電設備設計

４－３　ジョルダン側の果たすべき役割４－３　ジョルダン側の果たすべき役割４－３　ジョルダン側の果たすべき役割４－３　ジョルダン側の果たすべき役割４－３　ジョルダン側の果たすべき役割

①ＥＴＣは活動を継続し、活動の成果を関係機関などに広めること。

②供与機材にかかわる必要な消耗品などを用意すること。

③供与機材にかかわる免税、通関及び倉庫の便宜を図ること。

④技術協力協定を日本人短期専門家に適用すること。

⑤専門家の技術移転に必要なＣ／Ｐを配置すること。

⑥本アフターケアの成功に必要な措置を講じること。

４－４　日本人専門家へのクレーム４－４　日本人専門家へのクレーム４－４　日本人専門家へのクレーム４－４　日本人専門家へのクレーム４－４　日本人専門家へのクレーム

　ジョルダン政府は、本アフターケア遂行に関連して日本人専門家に問題が起こった場合は、技

術協力協定に則り対応措置を講じること。

４－５　協力期間４－５　協力期間４－５　協力期間４－５　協力期間４－５　協力期間

　ミニッツ署名の日から2000年３月末まで。

４－６　プロジェクト活動の成果４－６　プロジェクト活動の成果４－６　プロジェクト活動の成果４－６　プロジェクト活動の成果４－６　プロジェクト活動の成果

　1987～1998年までの活動の実績をＭ／Ｄに添付した（Annex７－１～７－４)。1999年の研修

計画をＭ／Ｄに添付した（Annex８)。

　この1999年の活動計画に基づき、前述の短期専門家派遣が活動をより活発にすると判断した。



－15－

付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料付　属　資　料

Ｍ／ＤＭ／ＤＭ／ＤＭ／ＤＭ／Ｄ
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